
Ⅰ　条例の項目、内容について

№ 委員意見 事務局の考え方
関連条項
（修正後）

1 総括所見（日本の第１回政府報告に関
する国連の障害者の権利擁護委員会の
総括所見）の中で、最も厳しい言葉が
使われているのが、脱施設化とインク
ルーシブ教育。決して主観的な評価で
はなく、特に脱施設化とインクルーシ
ブ教育が重視されている（事前意見の
とおり修文してほしい）。

2 総括所見に「社会モデル」は１回も出
て来ないで、「人権モデル」に置き換
わっている。合理的配慮は、その人に
向けて必要な支援を提供するという面
が強く、権利条約でも「特定の場面に
おいて」と定義されていて、個別的な
概念ということになっていて、それだ
けだとまだ実は弱い。分けずに、その
人に必要な支援は届けるのが人権モデ
ル。合理的配慮の概念だけで人権は導
けなかった。人権モデルに基づいて、
職場や地域が育っていかないと、イン
クルーシブ社会にならない。これを全
部書き込むのは難しいかもしれない
が、まだ日本には根づいていなが、何
とか「人権モデル」という言葉を入れ
てほしい。

3 先ほど（の説明で）「共に学ぶ」を入
れるなら「共に働く」も（入れる必要
性）というのは考えたりしたが、人生
の時間的な順番で、まず「育ち、学
ぶ」ところから始まる。それができて
ないのに「共に働く」ことは多分でき
ない。だからインクルーシブ教育が重
視されて、特に強い勧告を受けている
と思っている。スタートの段階である
保育とか教育の分野でまずインクルー
シブしていかないと、その先のインク
ルーシブな社会はないという意味で、
ここはやっぱり特出しすべき。

第３回検討委員会における委員意見及び事務局の考え方等について

障害者基本法、障害者差別解消
法は、障害者権利条約で示され
ている「社会モデル」に基づく
対応を図ったものとされている
が、障害者の権利擁護委員会の
総括所見における「人権モデ
ル」の考え方に基づき、脱施設
化やインクルーシブ教育を更に
推進することは重要と考えてい
る。前文に、改めて条約の趣旨
を踏まえてインクルーシブの考
え方に基づく取組を推進してい
くこと、基本理念（第３条）
に、「人権の主体」として尊厳
にふさわしい生活を保障される
権利を有すること、どこで誰と
生活するかについて選択の機会
が確保され、地域社会における
共生が妨げられないことについ
て記載する。また、保育や教育
の場におけるインクルージョン
に関しては、意見を踏まえ修正
する。

前文
第３条第１号、
第２号、第３号

資料２
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4 身体障害というのが具体的にはわから
ないのではないか。聴覚（障害）、視
覚（障害）と具体的に載せたらどう
か。

身体障害者福祉法における定義
においても聴覚障害、視覚障害
等の個別の障害は規定されてお
らず、また、個別の障害を規定
しようとすると多くの障害を列
挙せざるを得なくなることか
ら、案のとおり、障害者基本法
に準じた規定ぶりとする。個別
の障害については、条例解説等
において、主な特性や必要な配
慮と併せて説明し、県民の理解
等を促進することとしたい。

第２条第１号

5 「社会的障壁（バリア）」と記載した
方がよいのではないか。（後日意見）

6 前回検討会後に、ある委員から「社会
的障壁」は「バリア」のことかと聞か
れた。そうですと答えると、分かりに
くいから「バリア」とした方がいいの
ではないかという話が出た。「社会的
障壁（バリア）」とすることも考えら
れる。

7 意思の表明について「認識し得る場合
を入れてほしい」という意見は、合理
的配慮の定義に「意思の表明」が入っ
ている現行の差別解消法を前提にした
意見なので、そこが変われば、そもそ
も必要がなくなる意見だ思う。今回の
条例案のように「意思の表明」が入っ
ていない定義であれば、上乗せ・横出
し条例、合理的配慮をより広く認める
条例になるので、もうこの「意思の表
明」という言葉が第４条とか第６条に
入らなくてもよいのではないか。入る
ことで、逆に「意思の表明が必要なの
か」と感じで、定義との整合も切って
しまうと思った。

別記の１のとおり 第２条第４号
第４条（第２項
削除）
第６条（第２項
変更）
第７条（追加）
第８条（追加）

意見を踏まえ追記する。 第２条第２号
※前文（追加）
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8 第２条と、その後の第４条、第６条を
見たときに、やっぱり分かりづらく
なっているので、まず「意思の表明」
について、法律を使うのか、新潟市の
条例はもっと砕けて表現しているが、
その言葉（意思の表明）は多分必要だ
と思う。その上で、意思の表明がなく
ても、社会的障壁を除去することを認
識し得る場合というか、その横出しの
部分を、並列的に書く必要があると思
う。というのは、やはり特に事業者と
かが、この「合理的配慮」を見たとき
に、どこまで、どういうことなのかが
やはり分かりづらいと思う。実際に市
の方でも、「合理的配慮って、結局ど
ういうことなのか」という問い合わせ
等があるので、そこは条例の中で整理
したほうがよいと考える。

9 意思の表明は、権利条約にも障害者基
本法にも書かれていない。突然、障害
者差別解消法で出てきた文言なので、
本当にいらないと思う。

10 この号のみ「こども」に限定した内容
となっているが、条文の内容・構成と
して適当か。「こども」について定義
する必要はないのか。（後日意見）

まず誰もがともに育ち、学ぶこ
とから、県民の障害等について
の理解が深まり、障害を理由と
する差別が解消されるという考
え方に立ち、基本理念におい
て、こどもを特出しする規定を
設けることとしたもの。「こど
も」の定義については、新潟県
こども条例（平成６年新潟県条
例第25号）においては「心身の
発達の過程にある者をいい、こ
ども施策の対象となるこどもの
範囲は、施策ごとに定める」と
しているところであり、理念的
規定でもあることから、特に定
義は不要と考えている。

第３条第２号

11 就労については、職場の環境づくりだ
と思う。新しい職場にいるが、自身が
知的障害者なので、やっぱり環境を
ちゃんとして、仕事内容とか分かりや
すくしていくことによって、差別とか
はなくなっていくんじゃないかと思っ
ている。就労に関しては、働きやすい
環境を作っていただきたい。

12 仕事をする環境の中で、分かりにくい
とか、分かりづらいものをどういうふ
うに理解していくかについては、周囲
がきちんと本人を理解していくことが
大事なことではあるが、条例の中での
表現は非常に難しい。

第６条第２項

別記の１のとおり

意見を踏まえ、事業者の役割と
して、必要な環境の整備に努め
ることを追記する。

第２条第４号
第４条（第２項
削除）
第６条（第２項
変更）
第７条（追加）
第８条（追加）
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13 京都府や高知県（の条例）を見ると、
障害者への医療提供について言及して
いく方がよいと思う。特に強いところ
は「医師が利用者に提供しなければな
らない」というふうな表現がある。医
療の提供については、是非とも１行で
もよいので「差別を受けることなく医
療を受けることができる」とすると、
とても素晴らしい新潟県ができるので
はないかと思う。

14 差別を受けることなく医療を受けるこ
とができる旨の規定が求められたのは
大変貴重な意見であり、医療における
差別禁止を明記することが必要だと思
う。そうするとやはり、他の条例にも
あるように、個別分野ごとの差別禁止
規定が必要になるのではないか。（後
日意見）

15 第８条（修正後第９条）第２項中「第
１項」を「前項」に修正。（後日意
見）

「第１項に関する相談」につい
て、第１項で「特定相談」と定
義する。

第９条第２項

16 「助言等」「調整等」の「等」は何を
指すのか。規則で定めない場合は条例
で具体的に定める必要があるのではな
いか。（後日意見）

あっせんの申立て支援について
規定する（第３項）こととし、
「等」は削除する。

第９条第２項１
号、第２号

17 関係者の協力義務のところは、具体的
な条文（明石市条例）の例のとおり、
是非これ（関係者の協力義務とあっせ
ん申立て支援）を検討いただきたい。

意見を踏まえ追記する。 第９条第２項第
３号（追加）、
第３項（追加）

18 他の地方自治体の条例を見ると、助言
については申立てがあった場合に行う
というところがある。やはり、申立て
があったら助言できるような書きぶり
でないと困るのではないか。

本条例における「助言」は、行
政指導としての助言ではなく、
相談支援活動の中での助言であ
り、行政指導的な「あっせん」
を求める場合にのみ「申立て」
を行うこととしている。
なお、事業主からの差別につい
ては、障害者の雇用の促進等に
関する法律において紛争の解決
のための具体的手続が定められ
ており、県に相談があった場合
には、労働局による援助が行わ
れるよう相談支援を行うことと
なる。
これも踏まえ、あっせんの申立
てについては、「県による相談
支援を経ても」差別事案の解決
が期待できないと認められると
きにできるものとする。

第９条第２項
第13条

別記の２のとおり 第６条
第７条
第18条
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19 最初にできた千葉県条例は、たくさん
の地域相談員を任命してるが、全く新
しく任命してるのではなく、知的障害
者相談員とか身体障害者相談員とか既
存の人たちに任命している。この人た
ちが地域相談員だというリストがある
ことで、この身近な人に相談すればい
いんだというのが分かるので、効果と
しては全然違うだろうと思っている。

20 千葉県は広域専門相談員を14圏域に１
人ずつ置くということをしたので、新
潟も圏域に、地域振興局にそういう方
を置くというようなことも一案かと思
う。

21 県に対し相談することができるとなっ
ているが、それってどこって思うの
で、どこの誰に相談していいのかわか
るような内容にしていただけると嬉し
い。

22 差別を受けたとか、そういった意識が
ない当事者の方もいらっしゃるし、そ
ういった理解ができない方のために
も、アドボケーターといった、地域で
活動するような存在の方がいらっしゃ
ると、それに気付いたり、その人の権
利を守ることもできると思う。熊本県
を参考にすると、広域専門相談員は、
県の障害者支援課に４名配置されてい
て、専用の電話やメールで相談を受け
て、地域相談員と連携を図り、事案の
解決に努めている。地域相談員は、各
市町村で委嘱している身体障害者相談
員とか知的障害者相談員、並びに精神
障害に関する相談員として地域活動支
援センターなどに勤務する精神保健福
祉士などがその役割を担っているとい
うことで、この２つが連携をして、相
談体制をとるということが結構有効か
と思う。

23 アドボケーター的なものを相談支援体
制の中に組み込むために、県の専門ア
ドバイザーの制度を利用し、県内の核
になるような方の何名かにお願いし
て、その業務を行うことは不可能では
ないと感じている。広くスーパーバイ
ズできるような人材というのは、ある
程度確保できると思うが、やはり条例
という背景がきちんとできた上でお願
いすることは必須かと感じる。

別記の３のとおり 第10条
第11条
第12条
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24 精神障害者は、相談するにも、なかな
か言いづらいとか、相談してしまった
後に具合が悪くなるとか、色々ある。
ピアサポーターという、精神障害者当
事者が相談を受けるというのも一つの
よい案ではないか。

25 障害には色々な特性があるので、相談
を受ける側がその障害特性を理解して
いただいていないと、相談をして、そ
こでまた傷ついてしまうということも
あると思うので、やはり相談を受ける
体制については、非常に細かく配慮し
ていただきたい。やはり障害者が相談
を受ける、相談員に入るというところ
も検討していただきたい。

26 アドボケーター的なものを相談支援体
制の中に組み込むために、県の専門ア
ドバイザーの制度を利用し、県内の核
になるような方の何名かにお願いし
て、その業務を行うことは不可能では
ないとは感じている。広くスーパーバ
イズできるような人材というのは、あ
る程度確保できると思うが、やはり条
例という背景がきちんとできた上でお
願いすることは必須かと感じる。

27 相談機関を作っても、家族とか当事者
から何も利用がなければ効果がないよ
うなところあるものでして、基本とな
るものは、やっぱりしっかり作ってい
くのが大事だと思う。

28 資料２の№44で「本県においては、県
及び市町村が障害者の差別に関する相
談対応を適切に行い」とあるが、市町
村では、人事異動があり、どうしても
力量に差ができてしまう。慣れてない
方は、どうしても孤立してしまいがち
で、条例として孤立させたくないと強
く思う。市町村の相談員が困ったとき
に、今の条例案では、あっせんしかな
いように見えるが、いきなりあっせん
はハードルが高いと思うので、相談と
いう肩書きの方と相談して、それでも
駄目な場合に、あっせんの方にお願い
するという段階を踏んだ方がありがた
い。その体制が条例に明記してあれ
ば、困ったときに条例に戻れる。

別記の３のとおり 第10条
第11条
第12条
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29 研修を受けてもらって今日から地域相
談員というのもあるかもしれないし、
既存の仕組みを使った方がスムーズに
スタートできるということなら既存の
何らかの相談員を使う。その一つが知
的障害相談員とか身体障害相談員だ
が、精神についてはそれに相当するも
のがないので、相談支援事業所の相談
員のような方を指名するのもありだろ
う。条例に基づいて新たに指名するの
で一応別なんだけれども、それを兼ね
る状態になるかもしれないということ
だと思う。

30 最近、飲食店、特にファミリーレスト
ランの注文等がタブレット方式等にな
り、視覚障がいの方、知的障がいの方
にとって困難な状況と思っている。人
員不足だったりは十分理解できるが、
本人たちの行動範囲(生活の楽しみ等)
が狭まってしまっているように感じ
る。盲導犬、聴導犬の入店拒否はしな
いようになってきてはいるが、タブ
レットによる注文、セルフレジでの支
払い等に対する飲食店業界の合理的配
慮について、業界の方たちのご意見も
聞き、当事者、企業側が歩みより、ど
うすることが良いのか考えていくこと
が大切に思う。（後日意見）

タブレット型端末やセルフレジ
の使用が困難な障害者について
は、事業者による合理的配慮が
必要であり、周知を図ってい
く。

第14条

Ⅱ　条例の名称について

№
件数

(複数意見あり)

1 4

2 9

3 1

4 1

5 1障害や障害者に関する条例（障害への理解、差別解消など）であること
が想起できるもの

障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例

障害のある人もない人も共に暮らす（暮らしやすい）社会づくり条例

ともにいきるにいがた条例（略称）

インクル条例（略称）

第10条
第11条
第12条

委員意見
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Ⅲ　条例制定に向けた進め方等について

№ 委員意見 事務局の考え方 備考

1 障害の「害」を、ひらがなにしてほし
い。

別記の４のとおり

2 当事者が果たしてこれ（条例）が分か
るかが、どうしても一番最初に気にな
る。「わかりやすい版」とか、用語に
関して「あっせん」はこうだ、「社会
的障壁」はこうだというリストを作っ
ていただかないと、「何を言っている
んだ」という話になってしまうかもし
れないので、今後の進め方について検
討いただきたい。

「わかりやすい版」その他の方
法により、広く県民に条例の内
容を理解していただけるよう、
作業を進めていく。

3 タウンミーティングの件について、手
話通訳派遣をお願いしたい。また、当
事者団体に呼びかけるようにお願いし
たい。（後日意見）

意見のとおり対応する。

※ 検討委員会の進め方についての意見は除く。
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a別記  

 

１ 合理的配慮の考え方と条例の規定について 

 

合理的配慮については、障害者基本法においては、「それ（社会的障壁の除去）を

必要とする障害者が現に存し」と規定され（第４条第２項）、意思の表明を前提とし

ていないが、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65

号。以下「障害者差別解消法」という。）においては、「障害者から現に社会的障壁

の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合」とされている（第７条第２

項、第８条第２項）。 

 

その理由については、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律Ｑ＆Ａ集

（平成25年６月内閣府障害者施策担当）において、「配慮を求められる相手方から

見て、当該者が障害者なのか、配慮を必要としているか否かが分からない場合につ

いてまで、具体的に配慮を義務付けることが困難なため」と説明されている。 

 

こうした背景及び委員意見を踏まえ、本県条例においては、社会的障壁の除去を

必要とする障害者に対して、県及び事業者はもとより、全ての県民が可能な限りの

合理的配慮を行い、障害を理由として権利利益が侵害されることのない社会の実現

を目指し、合理的配慮等について次のように規定することとしたい。  

・合理的配慮の定義に「障害者が現に社会的障壁の除去を必要としていることが

認識できる場合」を加え（第２条第４号）、「意思の表明がなくとも、その意思

を認識し得ることができる場合は、合理的配慮の提供に努める」旨の規定は削

除する（第４条第２項及び第６条第２項）。 

・あわせて、県及び事業者は、合理的配慮（意思を認識し得ることができる場合

を含む）を行わなければならないこと、県民は、合理的配慮に関し必要な協力

を求められた場合には、応ずるよう努めることについて、規定を追加する（第

８条）。 

・加えて、「何人も、不当な差別的取扱いを行ってはならない」とする規定を追加

する（第７条）。 

 

 

２ 分野ごとの差別禁止の規定について 

 

医療や福祉など障害者が利用する機会の多い分野において、不当な差別なくサー

ビスが提供されることは非常に重要であるが、サービス分野を特出しして、例えば

「差別することなくサービスを提供しなければならない」というような規定を設け

ることは、他分野における対応の必要性が低いように受け止められるおそれもある。 
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本県の条例は法律で対応しきれないことを中心に規定する方針であり、前記２の

とおり「何人も、不当な差別的取扱いを行ってはならない」とする規定を追加する

（第７条）とともに、障害者差別解消法の改正により、事業者による合理的配慮の

提供も義務になっていることから、各分野における対応指針を周知するなど、啓発

活動（第18条）を進めることにより、全分野における障害者差別の解消を推進して

いきたい。 

なお、他県等において、サービス分野を列挙した上で、それぞれ不当な差別的取

扱いの禁止及び合理的配慮の提供について規定している条例はあるが、その多くは

同法の施行前に制定されたものである。 

 

 

３ 相談支援体制の整備 

   

  相談支援体制については、条例には具体的に規定せず、「相談に対応するために

必要な体制の整備を図る」としていたが、本検討委員会において具体的意見が多く

出された。 

委員意見を踏まえ、相談支援体制の骨格について次のように規定することを検討

したい。 

・県の相談機関をはじめ、県内の相談機関を周知する（第10条第１項）。 

・県の相談機関のうち中心的な役割を果たすもの（センター）において、相談支

援のほか、市町村その他の相談機関に対する専門的、技術的な援助を行う（第

10条第２項）。 

・地域相談員は、センターに対し相談支援（対応）を求めることができる（第11

条）。 

  ※地域相談員として身体障害者相談員、知的障害者相談員、その他の相談員（ピ

アサポーター等）を規定。市町村が委託する身体障害者相談員等に対し、県

が重ねて障害者差別に係る相談業務を委託するよりは、市町村との連携の下、

県が身体障害者相談員等の相談援助活動を支援する方が適当と考えるもの。

市町村に対し、地域相談員として周知する身体障害者相談員等を照会し、相

談機関と併せて周知することを想定。 

・県は広域専門相談員を委嘱（第12条）。いわゆるアドバイザーとして、センター

を含む相談機関に対し、専門的、技術的な援助を行っていただくことを想定。 
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４ 「障害」表記の考え方について 

 

障害者基本法（昭和45年法律第84号）第32条に基づき、平成24年に設置された「障

害者政策委員会」において、「法制上の「障害」の表記の在り方については，障害者

権利条約における新しい障害の考え方を踏まえつつ、今後の国民、特に障害当事者

の意向を踏まえて検討する」（「新「障害者基本計画」に関する障害者政策委員会の

意見」（平成24年12月17日））とされた。 

新しい障害の考え方とは、「社会モデル」と言われるもので、「障害＝バリア」は、

社会（モノ、環境、人的環境等）と心身機能の障害があいまって作り出されている

もので、その社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるとする考え方である。 

※「社会モデル」に対して、障害は個人の心身機能の障害によるものであるとい

う考えを「医学モデル」という。 

 

さらに、障害者権利条約に係る国連障害者権利委員会の「日本の第１回報告に対

する総括所見」（令和４年９月）においては、障害の原因や責任は専ら社会の側にあ

るとし、障害者を人権の主体と認め、障害者自身の権利主張を尊重するとともに、

権利を保障する責任が社会にあるという「人権モデル」の考え方が示されている。 

これらの考え方を踏まえれば、「障害」はその人自身ではなく社会の側にあり、障

害者は社会にある障害と向き合っている人たちと言える。 

 

本検討委員会においても、委員から「障がい」表記を求める意見が出されている

が、県としては、次の理由から、現時点においては、引き続き「障害」表記を使用

することが適当と考えている。 

・障害は社会の側にあるという考え方を明確にしたいこと。 

・国における表記の在り方の検討も、平成 24年以降進んでいないこと。 
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地域振興局健康福祉環境部
（保健所・福祉事務所）

障害者・家族等

専門的・技術的

援 助

市
町
村
域

障
害
保
健
福
祉
圏
域

県

域

障害者差別解消支援地域協議会

障害者差別解消のための条例による新潟県の相談支援体制

基幹相談支援センター

障害者更生相談所・児童相談所

相 談

はまぐみ小児療育センター
（発達障害者支援センター）

市町村（相談窓口）

広域専門相談員

中央福祉相談センター
（障害者権利擁護センター）

精神保健福祉センター

あっせん

県が県内の相談窓口を周知

身体障害者相談員
知的障害者相談員
その他の相談員

（ピアサポーター等）

あっせんの申立てが
あったときに県が依頼

相談支援事業所

依

頼

地域相談員
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